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表紙*電子提供措置用*

証券コード：9948

第65期  定 時 株 主 総 会
　

招 集 ご 通 知
開催日時 2026年5月26日（火曜日） 午前10時

受付開始：午前9時

開催場所 札幌市中央区南十条西三丁目1番1号
札幌パークホテル　3階パークホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

議　　案 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 役員賞与支給の件
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関

する対応方針（買収への対応方
針）継続の件

　

ご来場の株主様への「お土産の配布」及び「株主懇談
会」は廃止とさせていただいております。
なお、「株主優待制度」につきましては、引き続き実
施してまいります。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申しあげま
す。

書面又はインターネット等による議決権行使期限は
2026年5月25日（月曜日）午後6時までです。
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狭義の招集通知

株 主 各 位 証券コード：9948
2026年５月１日

(電子提供措置の開始日2026年４月28日)
札幌市中央区南十三条西十一丁目２番32号

代表取締役会長・CEO 横山　清

【当社ウェブサイト】
https://www.arcs-g.co.jp/ir/meeting/index.html

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/9948/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第65期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第65期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）
について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに「第65期定
時株主総会招集ご通知」及び「第65期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略
事項）」として掲載しておりますので、お手数ながらいずれかのウェブサイトにアクセスのう
え、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（東証ウェブサイトでは、「銘柄名（会社名）」に「アークス」又は「コード」に当社証券コード「9948」
を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集
通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日株主総会にご出席されない場合は、書面又はインターネット等により事前に議決
権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、３頁か
ら４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、2026年５月25日（月曜日）
午後６時までにご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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狭義の招集通知

■１ 日　　時 2026年５月26日（火曜日）午前10時（午前９時 受付開始）
■２ 場　　所 札幌市中央区南十条西三丁目１番１号

札幌パークホテル　３階パークホール（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
■３ 会議の目的事項 報告事項 1. 第65期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

2. 第65期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役８名選任の件
第3号議案 役員賞与支給の件
第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）継続の件　　

■４ 議決権の行使に
ついて

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否
の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネ
ット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

(3)インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使
を有効なものとしてお取り扱いいたします。

　電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書
面には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
　①事業報告　　：「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」及び
　　　　　　　　　「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
　②連結計算書類：「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
　③計算書類　　：「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

株主総会に関するご留意事項
　● 当日ご出席される場合は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
　● 代理人によるご出席の場合は、当社定款に従い、代理人は、当社の議決権を有する他の株主様1名のみとさせていただきます。代理人の方は、

当日、代理人ご本人の議決権行使書用紙、株主様ご本人の議決権行使書用紙及び代理権を証する書面（委任状）を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。

　● 本株主総会の決議結果は、書面による決議通知のご送付に代えて、本株主総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させてい
ただきます。

　● 電子提供措置に修正が生じた場合は、本招集ご通知１頁に記載の各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
　● 次回以降の株主総会において、書面による株主総会資料の提供をご希望される株主様で、書面交付請求のお手続きをお済ませでない方は、下

記お問い合わせ先またはお取引の証券会社で書面交付請求のお手続きをお願い申しあげます。
【電子提供制度に関するお問い合わせ先】

みずほ信託銀行　証券代行部　電子提供制度専用ダイヤル　  0120-524-324
（受付時間　土・日・祝日を除く９:00～17:00）

記

以　上

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネット等で
議決権を行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

４頁に記載の案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年5月26日（火曜日）
午前10時 (受付開始：午前９時)　

2026年5月25日（月曜日）
午後6時到着分まで

2026年5月25日（月曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第1、3、4号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第2号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個 1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。
書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいた
します。また、インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

－ 3 －
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インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウ
ェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネット等による議決権行使で
操作方法などがご不明な場合は、
右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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第１号議案　剰余金処分議案

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
及びその総額

当社普通株式1株につき金 45円
配当総額 2,397,700,485円

剰余金の配当が効力を生じる日 2026年5月27日

株主総会参考書類

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、営業基盤の拡充と企業体質の
強化を図りながら、1株当たり利益の増加と積極的な成果の配分を行うことを基本方針としております。
　また、資本コストや株価を意識した経営を実現し、持続的な成長を通じて株主還元を一層充実させていくため、当
社の配当方針に、単年度の業績の影響を受けにくい「株主資本配当率（DOE）」を意識すること、目標配当性向を 
40％とすること、累進配当を目指していくことを目標として掲げております。
　当期の剰余金の配当につきましては、この方針のもと、当期の業績等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じま
す。

期末配当に関する事項

－ 5 －
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第２号議案　取締役選任議案

第2号議案 取締役8名選任の件

候補者
番号 氏　名 性　別 地位及び担当 重要な兼職の状況

1 よこ

横
 

　
やま

山
 

　
 

　
 

　
きよし

清 男性 代表取締役会長・CEO

㈱ラルズ代表取締役会長・CEO
(一社)全国スーパーマーケット協会会長
㈱北海道シジシー代表取締役社長
㈱シジシージャパン取締役副会長
㈱ニッセンレンエスコート取締役名誉会長

再 任
　

2 ふる

古
 

　
かわ

川
 

　
こう

公
 

　
いち

一 男性 取締役副会長・CFO
㈱ラルズ取締役
㈱道南ラルズ取締役
㈱エルディ取締役

再 任
　

3 ねこ

猫
 

　
みや

宮
 

　
かず

一
 

　
ひさ

久 男性 代表取締役社長・COO ㈱ラルズ取締役副会長
㈱道南ラルズ取締役 再 任

　

4 み

三
 

　
うら

浦
 

　
たけ

建
 

　
ひこ

彦 男性 取締役執行役員 ㈱ユニバース代表取締役社長 再 任
　

5 ふく

福
 

　
はら

原
 

　
いく

郁
 

　
はる

治 男性 取締役執行役員
㈱福原代表取締役社長
㈲ふっくら工房取締役社長
㈱ハピネス・デリカ代表取締役社長
㈱梶尾フラワー代表取締役社長

再 任
　

6 さ

佐
さ

々
き

木
 

　
りょう

亮
 

　
こ

子 女性 取締役 (公財)北海道環境財団評議員 再 任 社 外 独 立
　

7 と

富　
がし

樫　
とよ

豊　
こ

子 女性 取締役 北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長 再 任 社 外 独 立
　

8 こ

小　
いけ

池　
あき

明　
お

夫 男性 取締役 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

　取締役8名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 6 －
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第２号議案　取締役選任議案

候補者番号

1
　

よ こ

横
 

　
や ま

山
 

　
 

　
 

　
き よ し

清 (1935年5月15日生)
　

所有する当社の株式数 ………………3,046,954株
取締役会出席状況 …………………… ２４/２５回
　

再 任
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1961年12月 当社入社
1964年12月 当社常務取締役
1970年 4 月 当社代表取締役専務　

1985年 4 月 当社代表取締役社長
2024年 5 月 当社代表取締役会長・CEO（現任）　

[重要な兼職の状況]
㈱ラルズ代表取締役会長・CEO
(一社)全国スーパーマーケット協会会長
㈱北海道シジシー代表取締役社長
　

㈱シジシージャパン取締役副会長
㈱ニッセンレンエスコート取締役名誉会長

　　
取締役候補者とした理由
　横山清氏は、1970年より当社（当時大丸スーパー㈱）代表取締役として経営を担って事業の発展に手腕を発揮しており、食品スーパ
ーマーケット及びその周辺事業に関する豊富な経験と実績を有しております。その豊富な経営経験を活かして当社グループ全体の事業
発展に寄与してきたこと、また、その経営手腕を評価され、食品スーパーマーケット業界の全国組織である(一社)全国スーパーマーケ
ット協会会長に就任し、日本全国の業界事情に精通しております。これらの実績から、引き続き当社取締役としてグループ経営の適切
な監督及び中長期的な成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

2
　

ふ る

古
 

　
か わ

川
 

　
こ う

公
 

　
い ち

一 (1956年5月7日生)
　

所有する当社の株式数 …………………15,235株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1980年 4 月 ㈱北海道銀行入行
1998年10月 当社入社
2002年11月 当社執行役員
2006年 5 月 ㈱ラルズ取締役（現任）　

2013年 5 月 当社取締役常務執行役員
2019年 5 月 当社取締役専務執行役員
2021年 5 月 当社取締役副社長執行役員
2024年 5 月 当社取締役副会長・CFO（現任）　

[重要な兼職の状況]
㈱ラルズ取締役
㈱道南ラルズ取締役　

㈱エルディ取締役

　　
取締役候補者とした理由
　古川公一氏は、㈱北海道銀行における業務経験に加え、1998年より当社（当時㈱ラルズ）経営計画室ゼネラルマネジャ
ー、2002年より当社執行役員、2013年より取締役常務執行役員、2019年より取締役専務執行役員、2021年より取締役副
社長執行役員、2024年より取締役副会長・CFOとして、また、2006年より当社中核子会社である㈱ラルズ取締役とし
て、幅広い経営経験を活かして当社グループ全体の事業発展に寄与してきたことから、引き続き当社取締役としてグループ
経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

　

－ 7 －
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第２号議案　取締役選任議案

候補者番号

3
　

ね こ

猫
 

　
み や

宮
 

　
か ず

一
 

　
ひ さ

久 (1960年8月11日生)
　

所有する当社の株式数 …………………16,014株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1983年 3 月 当社入社
2005年 5 月 ㈱ラルズ執行役員第2運営部ゼネラルマネジャー
2006年 5 月 同社取締役第2運営部ゼネラルマネジャー
2007年 9 月 同社取締役営業副本部長兼販売統括部担当

ゼネラルマネジャー　

2010年 5 月 同社常務取締役
2016年 5 月 同社代表取締役社長・COO兼営業本部長

当社取締役執行役員
2024年 5 月 ㈱ラルズ取締役副会長（現任）

当社代表取締役社長・COO（現任）　
[重要な兼職の状況]
㈱ラルズ取締役副会長

　
㈱道南ラルズ取締役

　　
取締役候補者とした理由
　猫宮一久氏は、㈱ラルズにおいて、2006年より取締役として、2016年から2024年まで代表取締役社長として経営を担って
事業の発展に手腕を発揮しており、食品スーパーマーケット事業に関する豊富な経験と実績を有しております。また、2016年
より当社取締役執行役員、2024年より代表取締役社長・COOとして、その豊富な経営経験を活かして当社グループ全体の事
業発展に寄与していることから、引き続き当社取締役としてグループ経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であ
ると判断し、取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

4
　

み

三
 

　
う ら

浦
 

　
た け

建
 

　
ひ こ

彦 (1971年8月28日生)
　

所有する当社の株式数 ………………1,026,847株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任
　

[略歴、当社における地位及び担当]
2005年 6 月 ㈱ユニバース入社
2011年 7 月 同社取締役営業企画部長
2018年 5 月 同社取締役店舗運営本部店舗支援部長
2018年10月 同社取締役管理本部長兼店舗運営本部店舗

支援部長　

2019年 3 月 同社取締役商品本部長兼管理本部長
2020年 5 月 同社代表取締役COO兼管理本部長

当社取締役執行役員（現任）
2021年 5 月 ㈱ユニバース代表取締役社長（現任）　

[重要な兼職の状況]
㈱ユニバース代表取締役社長

　 　　
取締役候補者とした理由
　三浦建彦氏は、㈱ユニバースにおいて、2011年より取締役として、2020年より代表取締役として経営を担って事業の発展
に手腕を発揮しており、食品スーパーマーケット事業に関する豊富な経験と実績を有しております。また、2020年より当社取
締役執行役員として、その豊富な経営経験を活かして当社グループ全体の事業発展に寄与していることから、引き続き当社取
締役としてグループ経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

　

－ 8 －
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第２号議案　取締役選任議案

候補者番号

5
　

ふ く

福
 

　
は ら

原
 

　
い く

郁
 

　
は る

治 (1967年9月30日生)
　

所有する当社の株式数………………… 771,415株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1995年 9 月 ㈱福原入社
2006年 5 月 同社取締役
2009年 5 月 同社常務取締役商品部長　

2009年 9 月 同社常務取締役店舗運営部統括
2013年 5 月 同社代表取締役社長（現任）

当社取締役執行役員（現任）　
[重要な兼職の状況]
㈱福原代表取締役社長
㈲ふっくら工房取締役社長　

㈱ハピネス・デリカ代表取締役社長
㈱梶尾フラワー代表取締役社長　　

取締役候補者とした理由
　福原郁治氏は、㈱福原において、2006年より取締役として、2013年より代表取締役社長として経営を担って事業の発展
に手腕を発揮しており、食品スーパーマーケット事業に関する豊富な経験と実績を有しております。また、2013年より当社
取締役執行役員として、その豊富な経営経験を活かして当社グループ全体の事業発展に寄与してきたことから、引き続き当
社取締役としてグループ経営の推進とコーポレートガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしまし
た。

　

候補者番号

6
　

さ

佐
さ

々
き

木
 

　
り ょ う

亮
 

　
こ

子 (1946年7月6日生)
　

所有する当社の株式数 …………………… 600株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任

社 外

独 立

[略歴、当社における地位及び担当]
1992年 6 月 ㈱調査開発センター常務取締役
1995年 7 月 ㈲アールズセミナー代表取締役
2002年 7 月 北海道副知事
2007年 7 月 北海道公安委員会委員長　

2012年 4 月 (公財)北海道環境財団評議員（現任）
2013年 6 月 北海道電力㈱社外取締役
2015年 5 月 当社社外取締役（現任）　

[重要な兼職の状況]
(公財)北海道環境財団評議員

　 　　

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　佐々木亮子氏は、企業経営に加えて行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や知見を活かして当社グループ経
営全般に対する監視と有効な助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、社外取締
役候補者といたしました。

　

－ 9 －
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第２号議案　取締役選任議案

候補者番号

7
　

と

富　
が し

樫
 

　
と よ

豊　
こ

子 (1955年6月11日生)
　

所有する当社の株式数…………………………－株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任

社 外

独 立
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1985年 4 月 ㈱Ｂ４取締役
1996年 8 月 ㈲北海道人材バンク代表取締役社長
2012年 8 月 北海道人材バンク㈱代表取締役会長　

2022年 5 月 当社社外取締役（現任）
2024年 4 月 北海道人材バンク㈱

代表取締役会長兼社長（現任）　
[重要な兼職の状況]
北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長

　 　　

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　富樫豊子氏は、人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有しており、幅広い活動による経験
や知見を活かして当社グループ経営全般に対する監視と有効な助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切
に遂行できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

　

候補者番号

8
　

こ

小　
い け

池
 

　
あ き

明　
お

夫 (1946年7月28日生)
　

所有する当社の株式数…………………………－株
取締役会出席状況 …………………… ２５/２５回
　

再 任

社 外

独 立
　

[略歴、当社における地位及び担当]
1969年 7 月 日本国有鉄道入社
1987年 4 月 北海道旅客鉄道㈱入社

総合企画本部経営管理室長
1994年 6 月 同社取締役総合企画本部副本部長
2000年 6 月 同社代表取締役専務開発事業本部長
2003年 6 月 同社代表取締役社長　

2007年 6 月 同社代表取締役会長
2011年11月 同社代表取締役社長
2013年 6 月 同社代表取締役会長
2015年 6 月 ㈱メディカルシステムネットワーク

社外取締役（現任）
2024年 5 月 当社社外取締役（現任）　

[重要な兼職の状況]
㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役

　 　　
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
　小池明夫氏は、企業経営者としての高い識見や組織運営に関する豊富な経験と実績を有しており、幅広い活動による経験
や知見を活かして当社グループ経営全般に対する監視と有効な助言を期待できることから、社外取締役としての職務を適切
に遂行できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

　

－ 10 －
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第２号議案　取締役選任議案

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐々木亮子氏、富樫豊子氏及び小池明夫氏は、社外取締役候補者であり、当社は、各氏について、当社が上場する国内の各証券取引所がそれ

ぞれ定める独立役員として、各取引所に対して届け出ております。
3. (1) 佐々木亮子氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年間となります。

(2) 富樫豊子氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年間となります。
(3) 小池明夫氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年間となります。

4. 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、佐々木亮子氏、富樫豊子氏及び小池明夫氏との間に、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任に関し、法令で定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結してお
り、各氏が本総会において社外取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。

－ 11 －



2026/04/20 15:31:38 / 25286826_株式会社アークス_招集通知_電子提供措置用

第２号議案　取締役選任議案

氏　　名

経営・業務経験 マネジメントスキル・知識

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
企
業
経
営

業
界
知
見

運
営
方
針
の
実
践

グ
ル

ー

プ
理
念
・

財
務
・
会
計

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

D
X
・
I
T
・

営
業
・
マ

ー

ケ
テ
ィ
ン
グ

ガ
バ
ナ
ン
ス

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

取
締
役

横　山　　　清 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

古　川　公　一 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

猫　宮　一　久 〇 〇 〇 〇 〇 〇

三　浦　建　彦 〇 〇 〇 〇 〇

福　原　郁　治 〇 〇 〇 〇

佐々木　亮　子 〇 〇 〇 〇

富　樫　豊　子 〇 〇 〇 〇

小　池　明　夫 〇 〇 〇 〇 〇

執
行
役
員

小苅米　秀　樹 〇 〇 〇 〇

澤　田　　　司 〇 〇 〇 〇

廣　崎　裕　司 〇 〇 〇

河　関　俊　明 〇 〇 〇

【ご参考】スキル・マトリックス

※執行役員は本総会終結後の取締役会にて決定いたします。
※取締役及び執行役員のすべての知見や経験を表すものではありません。

－ 12 －
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第３号議案　役員賞与支給議案、第４号議案　買収への対応方針議案

第3号議案 役員賞与支給の件
　当期末時点の取締役8名（うち社外取締役3名）と監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額
20,930,000円（社外取締役以外の取締役分15,480,000円、社外取締役分2,700,000円、監査役分2,750,000円）を
支給することといたしたいと存じます。
　本議案に関しましては、当社及び各事業子会社における売上高や経常利益等の経営指標の達成度、各役員の役位及
び職務の内容に応じた業績評価等を勘案しつつ、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であ
ると判断しております。
　なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査役に対して支給する具
体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方
針）継続の件

　当社は、2008年3月17日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛
策）」を導入し、直近では2023年5月23日開催の当社第62期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき
継続しておりますが（以下当該継続後の「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を「現プラ
ン」といいます。）、その有効期限は、本株主総会終結の時までとなっております。
　当社では、その後の社会・経済情勢の変化、コーポレートガバナンス・コードの内容や買収への対応方針をめぐる
諸々の動向及び様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取組
みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方について引き続き検討してまいりました。
　その結果、2026年4月13日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める当社の財務及び
事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）に
照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、本株主
総会における株主の皆様のご承認を条件に、現プランの一部変更を行った上で、「当社株式の大規模買付行為に関す
る対応方針（買収への対応方針）」を継続すること（以下「本継続」といい、当該継続後「当社株式の大規模買付行
為に関する対応方針（買収への対応方針）」を「本プラン」といいます。）を決定いたしましたので、お諮りするも
のであります。
　本プランにつきましては、当社社外取締役3名及び監査役4名は、いずれも、本プランの具体的運用が適正に行われ
ることを前提として、本プランに賛成する旨の意見を述べております。
　なお、本継続にあたって、本プランの対象となる当社株券等の買付の定義その他一部の用語・表現等を変更したこ
とが現プランからの主な変更点です。

－ 13 －
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第３号議案　役員賞与支給議案、第４号議案　買収への対応方針議案

1．承認の対象となる本プランの内容
(1) 本プランの目的

　当社グループは、食品スーパーマーケット事業及びその周辺事業に経営資源を集中させ、「地域のライフライン
として価値ある商品・サービスを低価格で提供し、豊かな暮らしに貢献する」ことをグループ理念として掲げてお
ります。
　当社グループが持続可能な社会の実現に貢献していくためには、特定の地域・店舗の業況が短期的に悪化した場
合や災害等の発生により店舗運営が困難な状況になった際にも採算面だけで判断するのではなく、他の地域・店舗
がそれをカバーするなどグループの総合力を発揮することにより、お客様の暮らしへの貢献、地域における雇用の
維持、地域にお住いの方へ食品や生活必需品などを供給することが重要と考えております。
　このような考えのもと、本プランは、当社グループが地域のライフラインとして食品スーパーマーケット事業を
継続・発展させるうえで、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針
の決定が支配されることを防止するための取組みとして継続するものです。
　当社取締役会は、上場会社である当社株式の自由な取引や大規模な買付行為や買付提案を一概に否定するもので
はありませんが、大規模な買付等の中には、企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものも少なくありません
し、当社取締役会としても、株主が買付条件等について検討し、代替案を協議又は提案するための十分な時間や情
報が提供される必要があると考えております。
　2026年2月28日現在の当社株式の状況は、当社役員及びその関係者により当社の発行済株式の約19.1％が保有
されております。ただし、当社役員及びその関係者も各々の事情に応じて今後当社株式を譲渡その他処分し、それ
らの当社株式の保有割合が減少していく可能性は否定できません。また、それ以外の当社株式の多くは、個人株主
の皆様や、従業員持株会、信託銀行等の機関投資家、国内法人、外国法人等の皆様により保有されておりますの
で、大規模な買付等を行おうとする者が現れた場合に、これら株主の皆様が、大規模な買付行為や買付提案の内容
や当社取締役会の意見、代替案を検討し、大規模な買付等に応じるか否かの最終的な判断を適切に決定するための
情報や時間を確保することは重要であると考えております。
　このような事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為や買付提案が行われた場合、株主
の皆様が適切に判断するための必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って
行われることが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下内容の大規模買付時における情
報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、会社の支
配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為が為された場合の対応方針を含めた買収への
対応方針として、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、本プランとして継続することといたしまし
た。本プラン全体の概要については別紙1をご参照ください。
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(2) 本プランの対象となる当社株券等の買付
　本プランの対象となる当社株式の買付とは、
① 特定株主グループ（注1）の議決権割合（注2）を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注3）の買付

行為、
② 結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為

又は、
③ 上記①若しくは②に規定される各行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定株主グループが、当社の他の株

主（複数である場合を含みます。以下本③において同じとします。）との間で行う行為であり、かつ、当該行
為の結果として当該他の株主が当該特定株主グループの共同保有者に該当するに至るような合意その他の行
為、又は当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者
が共同ないし協調して行動する関係（注4）を樹立するあらゆる行為（注5）（ただし、当社が発行者である株
券等につき当該特定株主グループと当該他の株主の議決権割合の合計が20％以上となるような場合に限りま
す。）を意味します（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開
買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下本①から③までの各買付行為を総称して「大規模買付
行為」といい、かかる買付行為を自ら単独で又は他の者と共同ないし協調して行う又は行おうとする者を「大
規模買付者」といいます。）。

注1：特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。）の保有者（同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含み

ます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同条第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を
含みます。以下同じとします。）、

(ⅱ) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同条第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市
場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同条第7項に規定する特別関係者をいいます。）、

(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)の者の関係者（これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機
関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的
に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをいいます。）
並びに、

(ⅳ) 上記(ⅰ)ないし本(ⅳ)に該当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当社の株券等を譲り
受けた者を意味します。

注2：議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。

この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。）も加算
するものとします。）
又は、

(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の2第8項に規定する株
券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。
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各議決権割合の算出に当たっては、注1の(ⅰ)又は(ⅱ)との間でフィナンシャル・アドバイザリー契約を締結している投資銀行、証券会社その
他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの
者が実質的に支配し又はこれらの者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者、及び注1の(ⅰ)ないし(ⅳ)に該
当する者から市場外の相対取引又は東京証券取引所の市場内立会外取引（ToSTNeT-1）により当社の株券等を譲り受けた者のうち、当社企
業価値最大化又は株主共同の利益の観点から問題ないと考える旨の独立委員会による認定がない者の株券等保有割合又は株券等所有割合の合
計を加算するものとします。また、総議決権の数（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）及び発行済株式の総数（同法第27条
の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照
することができるものとします。

注3：株券等とは、同法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
注4：「当該特定株主グループと当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」

が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、当社株
券等の買い上がりの状況、当社株券等に係る議決権行使の状況、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形
成や、当該特定株主グループ及び当該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響、その他当該特定株主グループと当該他の株主との間
に意思の連絡があることを窺わせる直接・間接の事実等を基礎として行うものとします。組合その他のファンドに係る判定においては、ファ
ンド・マネージャーの実質的同一性その他の諸事情を勘案します。

注5：本文の③所定の行為がなされたか否かの判断は、当社取締役会が合理的に判断するものとします（かかる判断に当たっては、独立委員会の勧
告を最大限尊重するものとします。）。なお、当社取締役会は、本文の③の要件に該当するか否かの判定に必要とされる範囲において、当社
の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

(3) 独立委員会の設置
　大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為
が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講ずるか否かに
ついては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断
がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程（概要に
つきましては、別紙2をご参照ください。）に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上
とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外
有識者（注）のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員は、当社取締役会にて決定次第、お
知らせいたします。独立委員会の委員には、社外取締役の小池明夫氏、社外監査役の髙嶋智氏、社外有識者として
の堀達也氏が就任する予定です。（略歴につきましては、別紙3をご参照ください。）
　当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員
会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上
で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。ま
た、独立委員会は、対抗措置の発動について勧告を行う際、発動の決議について、株主の皆様の意思を確認するた
めの株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）の開催を要請する場合がありますが、この場合、当社取
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締役会は、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否をご判断いただくため、株主意思確認総会
を開催することがあります。独立委員会の勧告等の内容については、その概要を適宜公表することとします。
　なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するた
めに、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバ
イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとします。
注：社外有識者とは、実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経験者又はこれに準じる者をいいます。

(4) 大規模買付ルールの概要
① 大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

　大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為の提案に先立
ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定め
る書式により当社取締役会に提出していただきます。
(ａ) 大規模買付者の名称、住所
(ｂ) 設立準拠法
(ｃ) 代表者の氏名
(ｄ) 国内連絡先
(ｅ) 提案する大規模買付行為の概要
(ｆ) 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
　当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容
について公表します。

② 大規模買付者からの必要情報の提供
　当社取締役会は、上記①(ａ)～(ｆ)までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営
業日（注）以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報（以下「必要情報」といいます。）に
ついて記載した書面（以下「必要情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者には、必要情報リストの
記載にしたがい、必要情報を当社取締役会に日本語で記載された書面にて提出していただきます。
　必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性及び大規模買付行為の
内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必
要かつ十分な範囲に限定するものとします。
(ａ) 大規模買付者及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び組合員（ファンドの場合）その他の構成員

を含みます。）の詳細（名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、財務内容、当社及び当社グループの
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事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）
(ｂ) 大規模買付行為の目的、方法及び内容（大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関

連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為及び関連する取引の実現可能性等
を含みます。）

(ｃ) 大規模買付行為の取得対価の算定根拠（算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大
規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。）

(ｄ) 大規模買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、
関連する取引の内容を含みます。）

(ｅ) 大規模買付行為の完了後に想定している役員候補（当社及び当社グループの事業と同種の事業についての
経験等に関する情報を含みます。）、当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政
策、配当政策、資産活用策等

(ｆ) 大規模買付行為の完了後における当社及び当社グループの顧客、取引先、従業員等のステークホルダーと
当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容

　当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提
供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合
は、その期限を延長することができるものとします。
　なお、上記に基づき、当社に提出された必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該必要情報が大規
模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模
買付者に対して、適宜合理的な期限を定めたうえで、必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあり
ます。
　当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するために必要十分な必要情報の全てが大規模買付者から提出
されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。
　また、当社取締役会が必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部
について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める必要情報が全て揃わなくても、
大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、後記③の取締役会による評価・検討等を開始する場合があり
ます。
　当社取締役会に提供された必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様の判断のために必要であ
ると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いたします。

注：営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。
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③ 当社取締役会による必要情報の評価・検討等
　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し必要情報の提
供を完了した後、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間又はそ
の他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のた
めの期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。取締役会評価期間中、当社取締役会
は、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、
コンサルタントその他の専門家）等の助言を受けつつ、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会
からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会として意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要
に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆
様へ代替案を提示することもあります。

(5) 大規模買付行為が実施された場合の対応方針
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取
締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法
その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講ずることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。
　なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情を合理的な範囲で
十分勘案し、少なくとも必要情報のごく一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと
認定することはしないものとします。

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であ
ったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示するなど、株主の皆様を説得する
に留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応ずるか否
かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の
上、ご判断いただくことになります。
　ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の(ａ)から
(ｅ)のいずれかに該当し、その結果として当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主
共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記①で述べた対抗措置の発動を決定する
ことができるものとします。
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(ａ) 真に当社グループの経営に参画する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の関係
者に引き取らせる目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメーラーであ
る場合）

(ｂ) 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの事業経営に必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘
密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経
営を行う目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合

(ｃ) 当社グループの経営を支配した後に、当社グループの資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の
担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っていると判断される場合

(ｄ) 当社グループの経営を一時的に支配して当社グループの不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分さ
せ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を
狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で当社株式の買収を行っていると判断される場合

(ｅ) 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付で当社株式の全
部の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付
け等による株式の買付を行うことをいいます。）など、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実
上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合

③ 取締役会の決議及び株主意思確認総会の開催
　当社取締役会は、上記①又は②において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は、独立委員会の勧告
を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動又は不発動等に関する会社法
上の機関としての決議を行うものとします。
　具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で当社取締役会が最も適切と判断したものを選択する
こととします。当社取締役会が具体的対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は
原則として別紙4に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当を行う場合には、議決権割合が一定割合
以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した
行使期間及びその他の行使条件を設けることがあります。この場合、大規模買付者が有する新株予約権の取得の
対価として金銭を交付することを想定しておりません。
　また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主の皆様の
意思を確認するための株主意思確認総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発
動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」といいます。）として最長60日間
の期間を設定し、当該株主検討期間中に当該株主意思確認総会を開催することがあります（注）。
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　当社取締役会において、株主意思確認総会の開催及び基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期間はそ
の日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
　株主意思確認総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対する
当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した内容を、株主
の皆様に対し、株主総会招集通知とともに提供し、適時・適切にその旨を開示します。
　株主意思確認総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主意
思確認総会の決議にしたがうものとします。当該株主意思確認総会が対抗措置を発動することを否決する決議を
した場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主意思確認総会の終結をもって株主検討期
間は終了することとし、当該株主意思確認総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
注：株主意思確認総会においては、原則として普通決議により株主の皆様の意思を確認することとしますが、議決権を行使することができる株

主の範囲は、近時の裁判例や大規模買付行為等の態様容態等も踏まえて、適切に決定することを予定しております。
④ 大規模買付行為待機期間

　株主検討期間を設けない場合は、上記(4)① 「大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出」に記載の
意向表明書が当社取締役会に提出された日から取締役会評価期間終了までを、また株主検討期間を設ける場合に
は取締役会評価期間と株主検討期間をあわせた期間終了までを大規模買付行為待機期間とします。そして大規模
買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。
　したがって、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。

⑤ 対抗措置発動の停止等について
　上記③において、当社取締役会又は株主意思確認総会において、具体的な対抗措置を講ずることを決議した
後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社
取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行
うことがあります。
　例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、又
は無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対抗措置の発動
が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の
前日までの間においては、新株予約権無償割当を中止し、新株予約権無償割当後においては、行使期間開始日の
前日までの間に、当社が当該新株予約権を無償取得（当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆
様の新株予約権は消滅します。）する方法により、対抗措置の発動の停止を行うことができるものとします。
　このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従
い、当該決定について適時・適切に開示します。
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(6) 本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止
　本プランは、本株主総会での決議をもって同日より発効することとし、有効期限は2029年5月31日までに開催
予定の当社第68期定時株主総会終結の時までとします。
　ただし、本プランは、本株主総会において継続が承認され発効した後であっても、①当社株主総会において本プ
ランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に
は、その時点で廃止されるものとします。
　また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から
随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会にお
いて本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。

　なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設
又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行う
のが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プ
ランを修正又は変更する場合があります。

２．補足説明
　本プランの内容は、上記１．に記載のとおりですが、株主の皆様に与える影響等及び本プランの合理性はそれぞ
れ以下のとおりです。
(1) 本プランによる株主の皆様に与える影響等
① 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等

　大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応ずるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社
の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目
的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報及び提案のもとで、大規模買付行為に応ずるか否かにつ
いて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につなが
るものと考えます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切な判断を行う上での前提と
なるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
　なお、上記１．(5)において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規
模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご
注意ください。

② 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響
　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合又は大規模買付ルールが遵守されている場合であって
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も、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損
なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的とし
て、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措置を講ずることが
ありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様（大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者及び当社に回
復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められるような大規模
買付行為を行う大規模買付者を除きます。）が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が
生じることは想定しておりません。
　当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則等に従って適
時・適切な開示を行います。対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、株主の
皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとるこ
とにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社
株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。ただし、この場合当社は、新株
予約権の割当を受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式
による書面のご提出を求めることがあります。
　なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模
買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を中止し、
又は当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの
場合には、当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後（権利落ち日以降）に1株当たりの株式の
価値の希釈化が生じることを前提にして売却等を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害
を被る可能性があります。

(2) 本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについ
て）

① 買収への対応方針に関する指針の要件を充足していること
　本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向
上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開
示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。
　また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を
踏まえた買収防衛策の在り方」及び経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針−企
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業価値の向上と株主利益の確保に向けて−」の内容も踏まえたものとなっております。
　なお、当社は、買収への対応方針に関するコーポレートガバナンス・コードの原則（原則1−5、補充原則1−
5①）をいずれも実施することとしております。

② 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
　本プランは、上記１．(1)「本プランの目的」に記載のとおり、当社株式に対する大規模買付行為がなされた
際に、当該大規模買付行為に応ずるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示す
るために必要な情報や時間を確保し、又は株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることに
より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。

③ 株主意思を反映するものであること
　本プランは、本株主総会における株主の皆様のご承認を条件としており、本株主総会において本プランに関す
る株主の皆様の意思を問う予定であり、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、当社取
締役会は、一定の場合に、本プランに基づく対抗措置の発動に関して、株主意思確認総会において株主の皆様の
意思を確認することができるものとしております。さらに、本プラン継続後、有効期間中であっても、当社株主
総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、
株主の皆様のご意向が反映されます。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視
　本プランにおける対抗措置の発動は、上記１．(5)「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」に記載の
とおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告
を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な
運用を担保するための手続も確保されております。

⑤ デッドハンド型及びスローハンド型の買収への対応方針ではないこと
　本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可
能です。したがって、本プランは、デッドハンド型の買収への対応方針（取締役会の構成員の過半数を交代させ
てもなお、発動を阻止できない買収への対応方針）ではありません。
　また、当社においては取締役の任期を1年としているため、本プランは、スローハンド型の買収への対応方針
（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収への対
応方針）ではございません。
　なお、当社では取締役解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしており
ません。

以　上
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（別紙1）

（注）�本図は、本プランのご理解に資することを目的として、代表的な手続の流れを図式化したものであり、必ず
しも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。

本プランの概要　大規模買付開始時のフロー

大規模買付者

大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付ルール

大規模買付者から意向表明書の提出

取締役会から必要情報リストの提出
（意向表明書受領日の翌日から10営業日以内）

大規模買付者から必要情報の提出

取締役会評価期間
最長60日又は最長90日

・買収提案の評価、検討
・代替案の立案
・大規模買付者との交渉

企業価値ひいて
は株主共同の利
益を著しく毀損
する場合

断
判
の
動
発
不
則
原 株主意思確認総会を開催する場合

株主検討期間　60日

株主意思確認総会による決議

否決 可決

株主の皆様のご判断

対抗措置不発動

大規模買付ルールを遵守しない場合
本プランに定めるルールを遵守しない
大規模買付行為の開始

意向表明書が提出されない

必要情報が提出されない

必要情報の一部が提出できな
い合理的な説明がある場合

評価期間満了前の買付

諮問
勧告 独立委員会 諮問

勧告 取締役会

発動の判断

取締役会による発動の判断

対抗措置の発動

以　上
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（別紙2）
独立委員会規程の概要

・独立委員会は当社取締役会の決議により設置する。

・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立
した社外取締役、社外監査役又は社外有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士、学識経
験者又はこれに準じる者）のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。

・独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、大規模買付行為が当社の企業価値及び
株主共同の利益を著しく損なうと認められるか否かの判断、対抗措置の発動不発動の判断、一旦発動した対抗措置
の停止の判断など、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠
を付して当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定にあたっては、当社の企業
価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととする。

・独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザ
ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとする。

・独立委員会の決議は、3分の2以上の委員が出席し、出席した委員の過半数をもってこれを行う。
以　上
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（略歴） 1935年11月生まれ
    1958年    4月 北海道庁入庁
    1993年    6月 北海道副知事
    1995年    4月 北海道知事
    2004年    8月 学校法人札幌大学理事長
    2009年    12月 北海道マーケティング総研㈱取締役会長
    2010年    4月 北海道開拓記念館館長
    2021年    6月 公益財団法人 北海道スポーツ協会 名誉会長（現職）

（略歴） 1951年10月生まれ
    1979年    4月 弁護士登録
    1985年    4月 髙嶋智法律事務所開設
    1993年    5月 当社監査役（現任）
    1996年    1月 札幌中央法律事務所開設
    2006年    8月 たかしま総合法律事務所 所長（現職）

（略歴） 1946年 7月生まれ
    1969年    7月 日本国有鉄道入社
    1987年    4月 北海道旅客鉄道㈱入社
    2000年    6月 同社代表取締役専務開発事業本部長
    2003年    6月 同社代表取締役社長
    2007年    6月 同社代表取締役会長
    2011年    11月 同社代表取締役社長
    2013年    6月 同社代表取締役会長
    2015年    6月 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役（現任）
    2024年    5月 当社社外取締役（現任）

（別紙3）
独立委員会の委員略歴

本プラン継続後の独立委員会の委員は、以下の3名を予定しております。

堀　達也（ほり　たつや）

髙嶋　智（たかしま　さとる）

小池　明夫（こいけ　あきお）

　上記、各独立委員と当社の間には特別の利害関係はありません。
　なお、社外取締役小池明夫氏及び社外監査役髙嶋智氏は、当社が上場する金融商品取引所に対し、独立役員として
届け出ております。

以　上
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（別紙4）
新株予約権無償割当の概要

1．新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式（ただ
し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当て
る。

2．新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とす
る。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3．株主に割り当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める基準日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数（ただし、当社の
所有する当社普通株式を除く。）を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を
行うことがある。

4．各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。
なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払込むことなく、当
社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがある。

5．新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

－ 28 －



2026/04/20 15:31:38 / 25286826_株式会社アークス_招集通知_電子提供措置用

第３号議案　役員賞与支給議案、第４号議案　買収への対応方針議案

6．新株予約権の行使条件
(1)非適格者でないこと等を行使の条件として定める。「非適格者」とは以下のいずれかに該当する者をいう。

① 大規模買付者
② 大規模買付者の共同保有者
③ 大規模買付者の特別関係者
④ 取締役会が独立委員会による勧告を踏まえて以下のいずれかに該当すると合理的に認定した者

(ａ) 上記①から本④までに該当する者から当社取締役会の承認を得ることなく新株予約権を譲り受けた者
(ｂ) 上記①から本④までに該当する者の関係者（これらの者との間にフィナンシャル・アドバイザリー契約を

締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関その他これらの者と実質的利害を共通にしている者、
公開買付代理人、弁護士、会計士その他のアドバイザー若しくはこれらの者が実質的に支配し又はこれら
の者と共同ないし協調して行動する者として当社取締役会が合理的に認めた者を併せたグループをい
う。）

(2)新株予約権の行使条件の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。ただし、新株予約権の
行使が認められない者が有する新株予約権の取得の対価として金銭は交付しない。

7．新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途
定めるものとする。なお、取得条項については、上記6．の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以
外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式
を交付することができる旨や当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得する旨の
条項を定めることがある。

以　上
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事業報告サマリー

ご参考

事業報告サマリー
業績ハイライト

売上高（連結） 6,269億57百万円
　

経常利益（連結） 191億61百万円
　

親会社株主に帰属する
当期純利益 124億45百万円

　

１株当たり配当金 82円※ 中間37円
期末45円

　※期末配当金は本総会の第１号議案にて承認予定

業績の推移（百万円）

第62期
（2023年２月期）

566,209

第63期
（2024年２月期）

591,557

第64期
（2025年２月期）

608,284

第65期
（2026年２月期）

626,957売上高

16,444
18,439 17,540 19,161

第62期
（2023年２月期）

第63期
（2024年２月期）

第64期
（2025年２月期）

第65期
（2026年２月期）

経常利益

9,947

58円

11,766

68円

12,445

82円

11,063

74円

第62期
（2023年２月期）

第63期
（2024年２月期）

第64期
（2025年２月期）

第65期
（2026年２月期）

親会社株主に帰属する当期純利益／１株当たり配当金
親会社株主に帰属する当期純利益 １株当たり配当金

※

266,155

171,686

274,972

177,809

300,714

196,142
282,662

184,037

第62期
（2023年２月期）

第63期
（2024年２月期）

第64期
（2025年２月期）

第65期
（2026年２月期）

総資産／純資産
総資産 純資産
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況

事業報告（2025年3月1日から2026年2月28日まで）

1 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当連結会計年度（2025年３月１日から2026年２月28日）における外部環境は、国際情勢や為替相場の先行
きが不透明な中、エネルギー・原材料価格が高水準で推移いたしました。国内経済におきましては、物価高の
長期化により消費者の節約志向は根強く、多様化する顧客ニーズへの対応や業種・業態を越えた企業間競争が
一段と激化しており、食品スーパーマーケット業界を取巻く経営環境は一層厳しさを増しております。
このような事業環境のもと、当社グループは2025年11月５日に「アークス統合報告書2025」を発行し、

「成長投資計画及びキャッシュアロケーションを柱とした成長戦略」を策定、公表いたしました。中長期目標
として、当社の設立30周年となる2033年２月期に「連結売上高１兆円以上、ROE8.0％以上」を掲げ、企業
価値の向上を目指し、グループ一丸となって成長戦略を推進してまいります。

当社は、「地域のライフラインとして価値ある商品・サービスを低価格で提供し、豊かな暮らしに貢献しま
す。」というグループ理念のもと、味・鮮度・価格のバランスを重視しながら生産者・お取引先・お客様それ
ぞれが納得できる商品を提供するという、アークスグループとしての「納得価格」を追求してまいりました。
この方針のもと、節約志向に対応したCGCブランド「ショッパーズプライス」や「断然お得」商品に加え、
「さかなやの寿司」や「肉バルレストラン」などの美味しさにこだわった生鮮惣菜も強化してまいりました。
また、価格高騰が続く米は、値頃感のある価格に抑えて拡販し、加えてグループ各社それぞれの展開地域にお
ける地元産米の取扱いを拡充いたしました。食品の他にも日用雑貨の品揃えとして、㈱カインズ（※１）オリ
ジナル商品（キッチン用品や掃除用品など）の取扱いを継続的に拡大しており、前期から導入している㈱ラル
ズのほか、2025年９月より㈱道北アークス、同年10月より㈱ユニバースで新たに販売を開始し、当連結会計
年度末におけるカインズ商品の取扱店舗数は44店舗となりました。
商品調達プロジェクトを中心とした好事例の横展開としては、㈱道東アークスにおいてカテゴリーマネジメ

ント（※２）や商品棚割りの標準化、店舗オペレーションの共有化を行いました。その結果、加工食品や菓子
の売上高及び売上総利益の改善効果を確認できたため、今後グループ各社へ順次横展開を進めてまいります。

ネットスーパー事業につきましては、㈱ラルズ及び㈱ベルジョイスで展開する「アークスオンラインショッ
プ」の当連結会計年度の売上高が、２社合計で対前期比15％増となったほか、㈱ラルズ及び㈱伊藤チェーンで
展開する「Amazonネットスーパーアークス」の同期間の売上高も同76％増と好調に推移いたしました。
顧客基盤拡大の新たな取組みとして、アークスアプリ上で会員申込みを完結させる機能やカードレス決済機
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能を「モバイルRARAプリカ」に実装したほか、2026年２月には同アプリ上でクレジットカードや銀行口座
からのオンラインチャージ機能の提供を開始いたしました。その結果、当連結会計年度末におけるアークスア
プリ会員数は導入後１年５か月で37万人、RARAカード総会員数は347万人となりました。

デジタルトランスフォーメーション（DX）及び生産性向上の施策につきましては、グループ全体の業務効
率の向上を図るとともに、今後の事業規模の拡大を見据え、2027年10月稼働予定の次期基幹システム構築に
向けた準備を進めてまいりました。また、新日本スーパーマーケット同盟（※３）の「次世代領域開発分科
会」とも連携し、日常業務におけるAI活用化などの研究・実証に取組んだほか、電子棚札の導入を従来の㈱ラ
ルズ、㈱ユニバース、㈱道東アークスの３社に加え㈱ベルジョイス、㈱道北アークス、㈱東光ストアへ拡大い
たしました。さらに、2025年11月の役員合宿研修会での集中討議を経て、㈱ラルズにおけるパートナー社員
の戦力化を目的とした作業習得表の活用、㈱ユニバースにおける作業の標準化と仕組み化、㈱道南ラルズの生
鮮センター活用に伴う付加価値創出など各社の好事例をグループ全体へ横展開し、生産性向上に努めてまいり
ました。

店舗展開につきましては、既存店の活性化として、㈱ラルズ２店舗、㈱ユニバース５店舗、㈱ベルジョイス
６店舗、㈱道北アークス１店舗、㈱東光ストア１店舗、㈱道南ラルズ１店舗、㈱道東アークス１店舗の17店舗
の改装を実施いたしました。改装店舗のうち、㈱ラルズの「(旧)ビッグハウスサウス」、㈱ベルジョイスの
「(旧)ビッグハウス八乙女店」「(旧)ジョイス龍ヶ馬場店」、㈱道南ラルズの「(旧)ビッグハウスアドマー
ニ」、㈱道東アークスの「(旧)ラルズマート本町店」の５店舗はスーパーアークス業態への変更を伴う改装と
なっております。そのほか、㈱ベルジョイスのロッキー村崎野店を閉店したことにより、当連結会計年度末に
おける当社グループの総店舗数は374店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度（2025年３月１日から2026年２月28日）の業績は、売上高6,269億57百万円
（対前期比3.1％増）、既存店ベースの売上高は同2.9％増となりました。既存店客数は９月（前年の米需給逼
迫の影響による反動）と１月（大雪等天候の影響）が前年割れとなりましたが、その他の月は前年を上回り通
年では対前期比0.4％増となりました。また、一点単価が対前期比4.4％増、一人当たり買上点数は同1.8％減
となった結果、当連結会計年度での客単価は同2.6％増となりました。
売上総利益は1,578億15百万円（対前期比3.2％増）となりました。販管費は1,401億83百万円（同2.3％

増）と、第４四半期において什器備品の購入や店舗修繕等、一時的な要因により対前年同期比3.0％増となり
ましたが、当連結会計年度においては売上総利益の増加額の範囲内に抑えました。この結果、各段階利益は、
営業利益176億32百万円（対前期比10.6％増）、経常利益191億61百万円（同9.2％増）、親会社株主に帰属す
る当期純利益124億45百万円（同12.5％増）となり、営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は二桁増
益を確保いたしました。
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況

第64期
（2025年2月期）

第65期
（2026年2月期） 前連結会計年度比

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 増減率

売上高 608,284 626,957 18,673 3.1％

営業利益 15,936 17,632 1,695 10.6％

経常利益 17,540 19,161 1,620 9.2％

親会社株主に帰属する当期純利益 11,063 12,445 1,381 12.5％

（※１）当社子会社の㈱エルディは、㈱カインズとのフランチャイズ契約により、2008年６月からホームセン
ターのカインズを運営しており、当連結会計年度末現在、カインズFC大曲店（北海道北広島市）、カイ
ンズFC花川店（北海道石狩市）、カインズFC星置店（札幌市）の３店舗を展開しております。

（※２）小売業者が自社の戦略や目標に基づいて商品分野（カテゴリー）を設定し、商品の管理をすること。消
費者にとって適切なタイミングで、適切な場所（売場・棚）に、適切な商品を適切な価格で提供するこ
とで、需要の活性化を図ることを目的とします。

（※３）㈱バローホールディングス（本社：岐阜県）、㈱リテールパートナーズ（本社：山口県）、当社の３社
が、2018年12月に資本業務提携契約を締結した地域密着型の独立系食品流通企業の連合体です。
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況

概要 店舗名称 所在地 実施時期 運営会社
改装（17店舗） ジョイス北上アピア店 岩手県北上市 2025年3月 ㈱ベルジョイス

ユニバース毛馬内店 秋田県鹿角市 2025年5月 ㈱ユニバース
スーパーアークス金ヶ崎店 岩手県胆沢郡 2025年6月 ㈱ベルジョイス
スーパーアークス苗穂店 札幌市 2025年7月 ㈱ラルズ
ユニバースサンタウン松園店 岩手県盛岡市 2025年7月 ㈱ユニバース
東光ストア平岡店 札幌市 2025年10月 ㈱東光ストア
ユニバース西根店 岩手県八幡平市 2025年11月 ㈱ユニバース
ジョイス大槌店 岩手県上閉伊郡 2025年11月 ㈱ベルジョイス
ユニバース階上店 青森県三戸郡 2025年11月 ㈱ユニバース
スーパーアークス青山店 岩手県盛岡市 2025年11月 ㈱ベルジョイス
スーパーアークスウェスタン北彩都 北海道旭川市 2025年12月 ㈱道北アークス
ユニバース根城店 青森県八戸市 2026年2月 ㈱ユニバース

うち業態変更 スーパーアークスサウス 札幌市 2025年3月 ㈱ラルズ
（5店舗） スーパーアークス八乙女店 仙台市 2025年4月 ㈱ベルジョイス

スーパーアークス龍ヶ馬場店 岩手県奥州市 2025年5月 ㈱ベルジョイス
スーパーアークス本町店 北海道北見市 2025年7月 ㈱道東アークス
スーパーアークスアドマーニ 北海道函館市 2025年10月 ㈱道南ラルズ

閉店（1店舗） ロッキー村崎野店 岩手県北上市 2025年5月 ㈱ベルジョイス

　当連結会計年度に実施した改装店舗等は以下のとおりであります。
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当連結会計年度の事業の状況、財産及び損益の状況

② 設備投資等の状況
　当連結会計年度において実施いたしました設備投資等の総額は97億円であり、その主なものは、グループ会社店
舗のスーパーアークスへの業態変更他改装及びシステム投資等であります。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度において、設備投資等に充当するため、借入により総額90億円の資金調達をいたしました。

区分 第62期
（2023年2月期）

第63期
（2024年2月期）

第64期
（2025年2月期）

第65期
（2026年2月期）

売上高 (百万円) 566,209 591,557 608,284 626,957
経常利益 (百万円) 16,444 18,439 17,540 19,161
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 9,947 11,766 11,063 12,445
1株当たり当期純利益 (円) 177.47 214.03 204.96 231.36
総資産 (百万円) 266,155 274,972 282,662 300,714
純資産 (百万円) 171,686 177,809 184,037 196,142
1株当たり純資産額 (円) 3,066.86 3,293.94 3,409.33 3,681.33

(2) 財産及び損益の状況

（注）「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）等を第65期の期首から適用しております。な
お、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金
（百万円）

当社の議決権比率
（％） 主な事業内容

㈱ラルズ 4,200 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱ユニバース 1,522 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱ベルジョイス 1,052 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱福原 2,481 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱道北アークス 781 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱東光ストア 1,377 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱道南ラルズ 480 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱道東アークス 450 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱伊藤チェーン 50 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸
㈱オータニ 98 100.0 食料品、衣料品、住関連商品等の販売及び不動産の賃貸

㈱エルディ 480 100.0
店舗施設等の清掃、各種設備機器の点検、保守管理、産業廃棄物
の収集・運搬業、損害保険代理店業、生命保険代理店業、不動産
の賃貸、建設事業、ホームセンター事業、日用雑貨の販売及び旅
行代理店業

㈲ふっくら工房 15 ※100.0 パン、和・洋菓子の製造及び販売
㈱ハピネス・デリカ 90 ※100.0 惣菜類等の製造及び販売
㈱梶尾フラワー 80 ※100.0 生花、植木の生産及び販売
㈱ナイス.フーズ 70 ※100.0 水産品の販売

(3) 重要な子会社の状況

(注) 1. ※印は間接所有によるものであります。
2. 当事業年度末日における特定完全子会社はありません。

－ 36 －



2026/04/20 15:31:38 / 25286826_株式会社アークス_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題、主要な事業の内容

(4) 対処すべき課題
今後のわが国経済は、物価上昇や実質賃金の伸び悩みが続き、消費者の節約志向はなお根強いことが見込まれるほ

か、中東情勢の不確実性などもあり先行きは一層不透明感を増しております。
このような状況のもと、当社グループは「新インフレを凌ぎ 新参入とも共進 新納得価格で 明るく楽しく前むきに

邁進」を年頭方針として掲げ、「3C体制（※１）」３年目として、グループ全体の生産性向上と収益力の強化を着
実に進めるとともに、「新納得価格」での商品提供を通して地域のライフラインとしての使命を果たし、企業価値の
持続的な向上に努めてまいります。

営業面につきましては、節約志向や多様化する顧客ニーズへの対応が求められる中、価格政策の強化徹底ととも
に、美味しさや鮮度にこだわった商品をさらに拡充してまいります。各事業会社において生産者やメーカーと連携し
地域特性を活かした商品の品揃えを拡充させるほか、アークスグループ限定商品やCGC商品、並びに新日本スーパ
ーマーケット同盟を通した商品開発の取組みをさらに強化してまいります。また、商品調達プロジェクトにおける商
物流のグループメリットを追求し、㈱道東アークスにおいて一定の改善効果を確認できた、カテゴリーマネジメント
や商品棚割りの標準化の好事例を、㈱福原をはじめグループ各社へ順次拡大してまいります。また㈱オータニについ
ては、当社による財務・管理面での支援に加え、㈱ユニバースからの人的支援をはじめとするグループ間の連携を一
層強化し、業績改善に取組んでまいります。これらにより、事業会社間の格差を解消し、グループ全体のさらなる収
益向上を目指してまいります。

デジタルトランスフォーメーション（DX）及び生産性向上の施策につきましては、2027年10月稼働に向けて次
期基幹システム構築プロジェクトの取組みを一段と加速させてまいります。また、物流効率化を図るため、㈱ユニバ
ースと㈱ベルジョイスが共同し、2027年２月期第２四半期に「アークス盛岡グローサリーセンター（仮称）」を岩
手県に開設予定です。AI活用につきましては、生鮮食品の自動発注や後方管理業務への応用など、業務効率化に向け
た取組みをさらに進めてまいります。アークスアプリにつきましても、AI販促機能によるクーポン発行など「個客定
着化」を推進し、さらなるサービスの充実を図ってまいります。

店舗展開につきましては、年間で４店舗の新規出店（移転新築含む）を計画しているほか、当社グループの中核業
態である「スーパーアークス」への業態転換を中心に、現時点では20店舗の改装を実施する予定でありますが、さら
に効果を見極めながら積極的な店舗改装を進めてまいります。

サステナビリティ活動につきましては、「環境負荷の低減」と「人的資本の強化」を両輪に持続可能な社会の実現
に向けた取組みを推進しております。環境負荷の低減につきましては、「てまえどり運動」およびフードドライブの
実施店舗の拡大を加速させるほか、葉物野菜やおがくずの動物園への提供など、資源リサイクル活動にも積極的に取
組んでまいります。人的資本の強化におきましては、ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から多様な人材が活
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対処すべき課題、主要な事業の内容

躍できる環境づくりを進めてまいります。その基盤となる従業員の健康増進として、2026年３月に当社が２年連続
で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」の認定を取得したほか、事業会社としては初めて㈱福原が同認定
を取得いたしました。本取組みをグループ各社に普及拡大させ、健康経営の実践を競争力の向上につなげてまいりま
す。

　株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援とご理解を賜りますようお願い申しあげます。

（※１）「3C」とは、３名の役職の頭文字であり、正式名称は下記の通りです。
・CEO…Chief Executive Officer ：最高経営責任者
・CFO…Chief Financial Officer ：最高財務責任者
・COO…Chief Operating Officer ：最高執行責任者

(5) 主要な事業の内容（2026年2月28日現在）

事業内容等 主要商品・サービス等

当社 純粋持株会社 国内外の会社の株式又は持分を取得、所有することにより、当該会社の事業活動を支配・
管理しております。

子会社

小売事業
食料品、衣料品、家庭雑貨、住関連商品、酒、インテリア用品、家電製品、工具類、園芸
用品等の小売販売を行っており、北海道・東北・北関東地方において店舗展開しておりま
す。

不動産賃貸事業 店舗内及びショッピングセンター敷地内の一部を賃貸しております。
旅行事業 旅行代理店業務を行っております。
ビルメンテナンス事業 施設の清掃、設備の保守管理を中心とした総合ビルメンテナンスを行っております。
損害保険・生命保険代理店業 店舗施設等の損害保険に係る業務及び生命保険募集業務を行っております。
産業廃棄物・一般廃棄物の収
集・運搬事業 産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬業務を行っております。

建設事業 建築物の内装及び外装の設計並びに施工を行っております。
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主要な営業所及び店舗、使用人の状況

(6) 主要な営業所及び店舗（2026年2月28日現在）

会社名 本社所在地 店舗数 店舗所在地
㈱アークス 札幌市中央区 － －
㈱ラルズ 札幌市中央区 74店舗 札幌市及び近郊、他道内各地
㈱ユニバース 青森県八戸市 59店舗 青森県、岩手県及び秋田県
㈱ベルジョイス 岩手県盛岡市 57店舗 青森県、岩手県及び宮城県
㈱福原 北海道帯広市 41店舗 帯広市及び釧路市他
㈱道北アークス 北海道旭川市 42店舗 旭川市及び道北地区他
㈱東光ストア 札幌市豊平区 26店舗 札幌市及び近郊
㈱道南ラルズ 北海道北斗市 18店舗 函館市及び近郊
㈱道東アークス 北海道北見市 14店舗 北見市、網走市及び道東地区
㈱伊藤チェーン 宮城県柴田郡柴田町 9店舗 宮城県
㈱オータニ 栃木県宇都宮市 31店舗 栃木県及び埼玉県
㈱エルディ 札幌市豊平区 3店舗 札幌市及び近郊
㈲ふっくら工房 北海道帯広市 － －
㈱ハピネス・デリカ 北海道帯広市 － －
㈱梶尾フラワー 北海道帯広市 － －
㈱ナイス.フーズ 北海道旭川市 － －

(7) 使用人の状況（2026年2月28日現在）

使用人数 前連結会計年度末比増減
5,464名（15,498名） 199名減（86名増）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
125（30）名 3名減（2名増） 47.4歳 15.5年

① 企業集団の使用人の状況

(注) １．使用人数は就業人員であり、パートナー社員（1日1人8時間換算）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
 　　２．当社グループは小売関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業人員であり、パートナー社員（1日1人8時間換算）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

(8) 主要な借入先の状況（2026年2月28日現在）

借入先 借入額（百万円）
㈱北海道銀行 7,260
㈱北洋銀行 5,381
㈱りそな銀行 3,175
㈱北陸銀行 2,000
㈱七十七銀行 1,589
㈱青森みちのく銀行 1,000

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

2 会社の現況
(1) 株式の状況（2026年2月28日現在）

① 発行可能株式総数 200,000,000株
② 発行済株式の総数 57,649,868株（自己株式4,367,635株含む）
③ 株主数 48,817名
④ 大株主（上位10名）

株主名 持株数（株） 持株比率（％）
横山　清 3,046,954 5.71
日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 2,993,200 5.61
㈱北海道銀行 2,533,972 4.75
㈱丸治 1,437,131 2.69
㈱北洋銀行 1,415,844 2.65
㈱バローホールディングス 1,335,000 2.50
㈱リテールパートナーズ 1,335,000 2.50
㈱日本カストディ銀行（信託口） 1,112,000 2.08
三浦　建彦 1,026,847 1.92
アークスグループ取引先持株会 1,014,402 1.90

(注) １. 当社は、自己株式4,367,635株を保有しておりますが、上記大株主から、これを除いております。
２. 持株比率は自己株式（4,367,635株）を控除して計算しております。
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会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2026年2月28日現在）
氏名 地位及び担当 重要な兼職の状況

横　山　　　清 代表取締役会長・CEO

㈱ラルズ代表取締役会長・CEO
(一社)全国スーパーマーケット協会会長
㈱北海道シジシー代表取締役社長
㈱シジシージャパン取締役副会長
㈱ニッセンレンエスコート取締役名誉会長

古　川　公　一 取締役副会長・CFO
㈱ラルズ取締役
㈱道南ラルズ取締役
㈱エルディ取締役

猫　宮　一　久 代表取締役社長・COO ㈱ラルズ取締役副会長
㈱道南ラルズ取締役

三　浦　建　彦 取締役執行役員 ㈱ユニバース代表取締役社長

福　原　郁　治 取締役執行役員
㈱福原代表取締役社長
㈲ふっくら工房取締役社長
㈱ハピネス・デリカ代表取締役社長
㈱梶尾フラワー代表取締役社長

佐々木　亮　子 取締役 (公財)北海道環境財団評議員

富　樫　豊　子 取締役 北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長

小　池　明　夫 取締役 ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役

(2) 会社役員の状況
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会社役員の状況

氏名 地位 重要な兼職の状況

田　守　隆　行 常勤監査役

㈱ラルズ常勤監査役
㈱ユニバース監査役
㈱ベルジョイス監査役
㈱福原監査役
㈱道北アークス監査役
㈱東光ストア監査役
㈱道南ラルズ監査役
㈱道東アークス監査役
㈱伊藤チェーン監査役
㈱オータニ監査役
㈱エルディ監査役

大　畑　忠　生 監査役 ㈱ラルズ監査役
㈱東光ストア常勤監査役

髙　嶋　　　智 監査役

たかしま総合法律事務所所長
㈱ラルズ監査役
㈱福原監査役
㈱道北アークス監査役
㈱東光ストア監査役

伊　東　和　範 監査役

伊東和範税理士事務所所長
㈱ラルズ監査役
㈱福原監査役
㈱道北アークス監査役
㈱東光ストア監査役

(注) 1. 2025年５月27日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって、佐川広幸氏は監査役を辞任いたしました。
2. 取締役佐々木亮子、富樫豊子、小池明夫の各氏は、社外取締役であり、当社は、各氏について、当社が上場する国内の各証券取引所がそ

れぞれ定める独立役員として、各取引所に対して届け出ております。
3. 監査役髙嶋智、伊東和範の両氏は、社外監査役であり、当社は、両氏について、当社が上場する国内の各証券取引所がそれぞれ定める独

立役員として、各取引所に対して届け出ております。
4. 監査役伊東和範氏は、税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任に関し、法令で定める

最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定
された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されているこ
とを確認しており、その内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
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会社役員の状況

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬

退職慰労金
（引当金繰入額を

含む）
取締役

（うち社外取締役）
169
(21)

138
(18)

18
(2)

12
(0)

9
(3)

監査役
（うち社外監査役）

32
(7)

28
(6)

2
(1)

1
(0)

5
(2)

合計
（うち社外役員）

201
(28)

166
(24)

20
(3)

13
(0)

14
(5)

　当社の取締役の報酬等は、固定報酬等（業績連動報酬及び非金銭報酬に該当しないもの）と業績連動報酬に
より構成されるものとし、株主総会が決定する報酬総額の限度内において、固定報酬等としてa.固定報酬及び
b.退職慰労金を、業績連動報酬としてc.役員賞与を支給する。
ａ. 固定報酬については、各取締役の役位、同業他社や世間水準を総合的に勘案して決定し、月１回支給す

る。
ｂ. 退職慰労金については、各取締役の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定し、退任時に支

給する。
ｃ. 役員賞与については、当社及び各事業子会社における各経営指標の達成度等、各取締役の役位及び職務

内容に応じた業績評価等を勘案して決定し、年１回支給する。
　なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議は、2011年９月７日開催の臨時株主総会において、
報酬限度額は年額300百万円以内（但し使用人分給与は含まない）としている。
　固定報酬等と業績連動報酬の支給割合については、報酬が、各取締役に対して、当社及び事業子会社の企業
価値向上に係るインセンティブとして機能するよう、同業他社における報酬水準等を勘案して決定する。
　各事業年度における個人別の取締役の報酬等の決定過程については、株主総会後の取締役会において、代表
取締役会長・CEOが上記の算定方法及び報酬限度額内で決定することを取締役会に諮り、決議することとす
る。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

(注) 1. 上記には、2025年５月27日開催の第64期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名及び同総会終結の時をもって辞任により退
任した監査役１名を含んでおります。

2. 取締役の報酬限度額は、2011年９月７日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議
いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、８名です。

3. 監査役の報酬限度額は、1993年５月20日開催の第32期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主
総会終結時点の監査役の員数は、３名です。
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会社役員の状況

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬 業績連動報酬

退職慰労金
（引当金繰入額を

含む）
取締役 63 51 3 8 4

合計 63 51 3 8 4

4. 各役員に対する業績連動報酬は、当社及び各事業子会社における売上高や経常利益等の経営指標の達成度、各役員の役位及び職務の内容
に応じた業績評価等を勘案して決定しております。売上高は営業成績を、経常利益は企業業績を適切かつ客観的に表す一般的な指標であ
るため、業績連動報酬の指標としております。当連結会計年度の売上高は626,957百万円、経常利益は19,161百万円であります。

5. 取締役会は、代表取締役会長・CEO横山清に対し、各取締役の固定報酬の額及び賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理
由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務執行等の評価を行うには代表取締役会長・CEOが適任であると判断したためであ
ります。なお、代表取締役会長・CEOは、当該委任に基づき、上記報酬等の内容を決定しておりますが、委任された内容の決定にあたっ
ては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

③ 取締役が子会社から受け取る報酬等の総額

④ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
ａ. 社外取締役佐々木亮子氏は、(公財)北海道環境財団評議員でありますが、当社と同財団との間には特別の

関係はありません。
ｂ. 社外取締役富樫豊子氏は、北海道人材バンク㈱代表取締役会長兼社長でありますが、当社と同社との間に

は特別の関係はありません。
ｃ. 社外取締役小池明夫氏は、㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役でありますが、当社と同社との

間には特別の関係はありません。
ｄ. 社外監査役髙嶋智氏は、たかしま総合法律事務所を開設しておりますが、当社と同所との間には特別の関

係はありません。
同氏は、当社の完全子会社である㈱ラルズ、㈱福原、㈱道北アークス及び㈱東光ストアの監査役を兼務し
ております。

ｅ. 社外監査役伊東和範氏は、伊東和範税理士事務所を開設しておりますが、当社と同所との間には特別の関
係はありません。
同氏は、当社の完全子会社である㈱ラルズ、㈱福原、㈱道北アークス及び㈱東光ストアの監査役を兼務し
ております。
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会社役員の状況

氏名 主な活動状況及び社外取締役に
期待される役割に関して行った職務の概要

取締役会への
出席状況

　佐々木　亮　子

企業経営に加えて行政職の経験を有しており、幅広い活動による経験や知見
を活かして当社グループ経営全般に対する監視と有効な助言等を行うなど、
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。
また、「指名・報酬委員会」の委員を務めております。

25回/25回
（100％）

　富　樫　豊　子

人材派遣会社の経営者として、人材発掘に関する豊富な経験と実績を有して
おり、幅広い活動による経験や知見を活かして当社グループ経営全般に対す
る監視と有効な助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。
また、「指名・報酬委員会」の委員を務めております。

25回/25回
（100％）

　小　池　明　夫

企業経営者としての高い識見や組織運営に関する豊富な経験と実績を有して
おり、幅広い活動による経験や知見を活かして当社グループ経営全般に対す
る監視と有効な助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの適切な役割を果たしております。
また、「指名・報酬委員会」の委員を務めております。

25回/25回
（100％）

氏名 主な活動状況 取締役会への
出席状況

監査役会への
出席状況

　髙　嶋　　　智
必要に応じて、弁護士としての専門的見地から意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。

25回/25回
（100％）

15回/15回
（100％）

　伊　東　和　範
必要に応じて、税理士としての専門的見地から意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言
を行っております。

25回/25回
（100％）

15回/15回
（100％）

ロ. 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はございません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況
ａ. 社外取締役

b. 社外監査役
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会計監査人の状況

① 名称 EY新日本有限責任監査法人

支払額（百万円）
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 66
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 125

(3) 会計監査人の状況

② 報酬等の額

(注) 1. 当社の子会社である㈱ラルズ、㈱ユニバース、㈱ベルジョイス、㈱福原、㈱道北アークス及び㈱東光ストアにつきましては、EY新日本有
限責任監査法人が会計監査人となっております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分してお
らず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
　当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人が提出した監査計画、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移
を確認し、更に過年度の監査計画と監査実績を精査した結果、当事業年度の監査時間及び報酬額は妥当であると判
断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 解任又は不再任の決定の方針
　当社の監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合など、その必要があると判断したときは、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会に当該議案を株主総会の会議の目的と
することを請求いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める事由に該当すると認めたときは、監査役会で協
議のうえ、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨
と解任理由を報告いたします。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2026年2月28日現在） (単位：百万円)

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流動資産
現金及び預金
売掛金
棚卸資産
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物及び構築物
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定
その他
無形固定資産
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
その他
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
退職給付に係る資産
敷金及び保証金
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

129,436
91,183
7,593

21,105
9,661
△107

171,277
133,528
43,936
7,682

77,502
4,093
121
192
4,077
3,026
726
324

33,671
13,523

13
8,593
9,878
1,216
473
△28 　

流動負債 73,654
買掛金 32,853
短期借入金 10,663
リース債務 1,046
未払金 5,877
未払費用 6,813
未払法人税等 4,022
未払消費税等 2,144
賞与引当金 3,420
ポイント引当金 644
契約負債 4,070
その他 2,096

固定負債 30,917
長期借入金 13,486
リース債務 4,137
繰延税金負債 1,966
退職給付に係る負債 524
役員退職慰労引当金 567
長期預り保証金 4,039
資産除去債務 6,008
その他 186

負債合計 104,571
純資産の部

株主資本 188,297
資本金 21,205
資本剰余金 24,996
利益剰余金 153,396
自己株式 △11,300
その他の包括利益累計額 7,845
その他有価証券評価差額金 3,335
退職給付に係る調整累計額 4,509
純資産合計 196,142

資産合計 300,714 負債純資産合計 300,714

連結計算書類

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2025年3月1日から2026年2月28日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 626,957
売上原価 469,142
売上総利益 157,815
販売費及び一般管理費 140,183
営業利益 17,632
営業外収益 1,796
受取利息 65
受取配当金 303
持分法による投資利益 51
業務受託料 711
補助金収入 50
その他 613
営業外費用 267
支払利息 180
貸倒引当金繰入額 26
その他 60
経常利益 19,161
特別利益 103
固定資産売却益 0
受取補償金 31
投資有価証券売却益 72
その他 0
特別損失 1,087
固定資産除売却損 41
店舗閉鎖損失 51
減損損失 951
その他 43
税金等調整前当期純利益 18,178
法人税、住民税及び事業税 5,986
法人税等調整額 △253
法人税等合計 5,732
当期純利益 12,445
親会社株主に帰属する当期純利益 12,445
(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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貸借対照表

貸借対照表（2026年2月28日現在） (単位：百万円)

資産の部 負債の部
科目 金額 科目 金額

流動資産

現金及び預金

未収入金

短期貸付金

その他

貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

建物

構築物

工具、器具及び備品

土地

リース資産

無形固定資産

ソフトウェア

ソフトウェア仮勘定

その他

投資その他の資産

投資有価証券

関係会社株式

長期貸付金

前払年金費用

その他　

17,102

5,065

1,664

11,480

740

△1,848

87,841

1,447

367

1

23

442

611

3,705

2,978

726

0

82,689

9,065

73,257

340

24

1 　

流動負債 22,004
短期借入金 14,515
リース債務 221
未払金 2,138
未払費用 58
未払法人税等 12
未払消費税等 175
賞与引当金 85
ポイント引当金 4,669
その他 127

固定負債 15,549
長期借入金 14,137
リース債務 449
繰延税金負債 800
役員退職慰労引当金 146
その他 14

負債合計 37,553
純資産の部

株主資本 65,633
資本金 21,205
資本剰余金 34,855
資本準備金 33,944
その他資本剰余金 911
利益剰余金 20,872
利益準備金 305
その他利益剰余金 20,567
別途積立金 9,000
繰越利益剰余金 11,567

自己株式 △11,300
評価・換算差額等 1,757
その他有価証券評価差額金 1,757
純資産合計 67,390

資産合計 104,944 負債純資産合計 104,944

計算書類

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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損益計算書

損益計算書（2025年3月1日から2026年2月28日まで） (単位：百万円)

科目 金額

売上高 22,164

売上総利益 22,164

販売費及び一般管理費 6,537

営業利益 15,627

営業外収益 10,784

受取利息 81

受取配当金 231

ポイント収入額 10,114

その他 356

営業外費用 11,843

支払利息 218

ポイント引当金繰入額 9,765

貸倒引当金繰入額 1,848

その他 11

経常利益 14,568

特別損失 1,831

関係会社株式評価損 1,531

関係会社支援損 300

税引前当期純利益 12,736

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等合計 3

当期純利益 12,732

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。
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連結会計監査報告

EY新日本有限責任監査法人
札幌事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柴 本 岳 志
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 月 本 洋 一

独立監査人の監査報告書
2026年4月20日

株式会社アークス
取締役会　御中

　
監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社アークスの２０２５年３月１日から２０２６年２月２８日までの
連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監
査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アークス
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の
責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算
書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外に
その他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求め
られている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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会計監査報告

EY新日本有限責任監査法人
札幌事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 柴 本 岳 志
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 月 本 洋 一

独立監査人の監査報告書
2026年4月20日

株式会社アークス
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アークスの２０２５年３月１日から２０２６年２月２８
日までの第６５期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属
明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示し
ているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年3月1日から2026年2月28日までの第65期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締

役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査の方針、監査計画等に従い、取締役、経営監査グルー

プその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
① 取締役会、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等重要な会議並びに代表取締役等との会合に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社にお
いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、各監査役が重要な子会社の監査役を兼務してお
り、重要な子会社の取締役会に出席するほか、子会社の取締役と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事
業の報告を受け、業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びそ
の子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他
における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

監査役会の監査報告
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監査役会監査報告

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべ

き事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿っ
たものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社アークス　監査役会

常勤監査役 田 守 隆 行 ㊞
監　査　役 大 畑 忠 生 ㊞
社外監査役 髙 嶋 　 智 ㊞
社外監査役 伊 東 和 範 ㊞

2026年4月20日

　

以　上
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札幌パークホテル　3階パークホール
札幌市中央区南十条西三丁目1番1号
TEL（011）511－3131

地下鉄　南北線
中島公園駅3番出口より徒歩1分

ご来場の株主様への「お土産の
配布」及び「株主懇談会」は廃
止とさせていただいておりま
す。
なお、「株主優待制度」につき
ましては、引き続き実施してま
いります。
何卒ご理解賜りますようよろし
くお願い申しあげます。
　

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

株主総会会場ご案内図


